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平成27年（2015年）  5 月 1 日

▲男里川堤防の桜

平成27年度予算
総額
431億2,710万7千円が成立

　平成27年第１回定例会（3月議会）は、
3月4日から3月23日までの会期で開催さ
れました。
　本定例会は、平成27年度大阪府泉南
市一般会計予算について、本会議・委
員会で活発な議論が交わされました。
　詳しくは掲載記事をご覧ください。

第 １ 回 定 例 会



　泉
南
市
議
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議

会
改
革
を
踏
ま
え
、
議
会
基
本
条
例
に

お
い
て
、
新
た
な
取
り
組
み
を
定
め
て

い
ま
す
。

　

　
◇
市
民
と
の
多
様
な
意
見
交
換
の
場

　
　
　
　
　
　
　（
第
７
条
第
１
項
）

　市
民
の
意
見
を
反
映
し
た
開
か
れ
た

議
会
を
実
現
す
る
た
め
、
市
民
と
の
意

見
交
換
の
場
（
議
会
報
告
会
）
を
設
け

る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　こ
れ
に
よ
り
、
市
民
に
対
す
る
説
明

責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、
市
民
か
ら

新
た
な
課
題
の
提
案
を
受
け
て
、
議
会

と
し
て
の
政
策
立
案
又
は
政
策
提
言
に

繋
げ
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

（3）

主
な
内
容
に
つ
い
て

◇
反
問
権（
第
９
条
第
３
項
）
　

　本
会
議
又
は
委
員
会
に
お
い
て
、
理

事
者
が
議
員
か
ら
質
問
を
受
け
た
と
き

は
、
論
点
及
び
争
点
を
わ
か
り
や
す
く

す
る
た
め
、
議
長
又
は
委
員
長
の
許
可

を
得
て
、
当
該
議
員
に
対
し
反
問
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
反
問
と
は
、質
問
の
趣
旨
や
内
容
を
確

　認
し
論
点
を
整
理
す
る
た
め
の
質
問

　
◇
議
会
審
議
に
お
け
る
論
点
情
報
の
形

　
成（
第
10
条
）

　市
長
が
提
案
す
る
重
要
な
政
策
、
施

策
、
計
画
に
つ
い
て
、
公
正
性
、
透
明

性
を
確
保
し
、
議
会
審
議
で
の
論
点
の

明
確
化
を
図
り
、
議
決
責
任
を
果
た
す

た
め
、
市
長
等
に
対
し
、
条
文
に
記
載

す
る
事
項
に
基
づ
き
説
明
す
る
よ
う
求

め
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
◇
議
決
権
の
拡
大 （
第
12
条
第
１
項
）

　議
会
は
、
市
民
生
活
に
重
要
な
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
事
項

（
総
合
計
画
等
の
策
定
又
は
見
直
し

等
）
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
96
条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
議
決
権
を
行

使
し
ま
す
。

　
◇
議
員
間
自
由
討
議（
第
13
条
）

　二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
議
会
と

し
て
の
責
任
と
意
欲
を
高
め
、
各
議
員

が
積
極
的
に
意
見
交
換
を
行
う
た
め
、

本
会
議
及
び
委
員
会
に
お
い
て
は
、
議

員
間
の
自
由
討
議
に
よ
り
、
多
様
な
意

見
を
出
し
合
い
、
議
員
相
互
間
の
議
論

を
尽
く
す
よ
う
努
め
ま
す
。

◇
政
策
討
論
会（
第
14
条
）

　議
会
は
、
市
政
に
関
す
る
重
要
な
政

策
等
に
つ
い
て
、
議
員
間
で
の
合
意
形

成
を
得
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
政
策

討
論
会
を
開
催
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

　泉
南
市
議
会
で
は
、
議
会
基
本
条
例

制
定
を
契
機
に
、
よ
り
一
層
議
会
の
活

性
化
を
図
る
と
と
も
に
、
議
会
及
び
議

員
の
責
務
を
自
覚
し
な
が
ら
、
市
民
の

皆
さ
ま
の
負
託
に
応
え
ら
れ
る
議
会
を

目
指
し
、全
力
で
取
り
組
ん
で
参
り
ま

す
。

※
条
例
全
文
は
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　条例制定に向けた主な取組みの経過は次のと
おりです。

平成23年
・3月　平成23年第１回定例会にて「議会基本
　　　　条例調査特別委員会」を設置
・4月～10月
　　　　第１回～第５回特別委員会を開催
　　　　先進地視察（岸和田市議会、熊取町議会）

平成24年
・1月　委員の異動（平成２４年第１回臨時会）
・2月～10月
　　　　第6回～第９回特別委員会を開催
　　　　先進地視察（山口県防府市議会、広島県
　　　　呉市議会）
・10月  議員任期満了
・11月  平成24年第2回臨時会にて、再度「議会
　　　　基本条例調査特別委員会」を設置
・12月  第１回～第２回特別委員会を開催

平成25年
・平成25年第１回定例会において、特別委員会
　の名称を「調査特別委員会」から「制定特別
　委員会」に変更する。
・２月～10月
　　　　第３回～第９回特別委員会を開催
　　　　先進地視察（北海道登別市議会、福島町
　　　　議会）

　　　　　　　　　　　　
・11月～12月　
　　　　委員の異動（平成25年第１回臨時会）
　　　　第10回～第11回特別委員会を開催　　
　　　　　　
平成26年
・１月～12月
　　　　第12回～第24回特別委員会
　　　　先進地視察（秋田県横手市議会、大仙市
　　　　議会）
　　　　市民説明会の開催
　　　　パブリックコメントの実施

平成27年
・1月～3月
　　　　第25回～第27回特別委員会を開催
　　　　議員全員協議会を開催
・平成27年第１回定例会（3月9日）：委員会提
　出議案として議案を提案し、全会一致で可決
・３月16日：議会基本条例  公布
・４月 １日：議会基本条例  施行　　　　　

北海道福島町議会視察

～条例制定までの歩み～

　市
民
に
対
し
、
議
会
の
役
割
や
議
会

と
市
民
と
の
関
係
、
議
会
と
市
長
と
の

関
係
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

議
会
の
あ
る
べ
き
姿
、
進
む
べ
き
方

向
、
議
会
と
議
員
が
負
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
責
務
な
ど
を
定
め
、
「
市
民
か

ら
信
頼
さ
れ
、
市
民
の
幸
せ
を
実
現
す

る
議
会
」
と
な
る
こ
と
を
決
意
し
、
本

条
例
を
明
文
化
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　地
方
分
権
の
時
代
を
迎
え
て
地
域
の

自
立
が
求
め
ら
れ
、
自
治
体
の
自
己
決

定
、
自
己
責
任
の
範
囲
が
拡
大
し
た
今

日
、
泉
南
市
民
に
よ
る
直
接
選
挙
で
選

ば
れ
た
議
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
泉
南

市
議
会
は
、
同
じ
く
、
泉
南
市
民
か
ら

選
ば
れ
た
泉
南
市
長
と
と
も
に
、
泉
南

市
の
代
表
機
関
を
構
成
し
て
い
ま
す
。

　議
会
及
び
市
長
は
、
二
元
代
表
制
の

（2）

も
と
で
、
と
も
に
市
民
の
負
託
を
受
け

て
活
動
し
、
市
民
の
意
思
を
幅
広
く
反

映
さ
せ
る
た
め
に
議
論
を
行
い
、
連
携

を
し
、
そ
の
使
命
を
果
た
す
責
務
を

負
っ
て
い
ま
す
。

　そ
の
た
め
泉
南
市
議
会
は
、
こ
れ
ま

で
取
り
組
ん
で
き
た
様
々
な
改
革
に
加

え
、
今
後
も
議
員
一
人
ひ
と
り
が
資
質

の
向
上
に
努
め
、
議
会
自
ら
が
不
断
の

改
革
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　ま
た
、
議
会
の
持
て
る
機
能
を
十
分

に
駆
使
し
て
、情
報
の
発
信
と
公
開
、政

策
立
案
等
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
市
民

と
の
意
見
交
換
の
場
の
設
置
、
議
会
が

言
論
の
府
で
あ
る
こ
と
か
ら
徹
底
し
た

議
員
間
の
自
由
討
議
の
展
開
、
議
員
の

自
己
研
さ
ん
と
資
質
の
向
上
等
々
に
つ

い
て
、議
会
の
独
自
の
ル
ー
ル
を
定
め
、

遵
守
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
に
信
頼

さ
れ
、
市
民
の
幸
せ
を
実
現
す
る
議
会

を
築
い
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　泉
南
市
議
会
基
本
条
例
で
は
、
議
会

運
営
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
基
本
的
な

事
項
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

　
　前
文

　第
1
章

　総
則

　第
2
章

　議
会
及
び
議
員
の
活
動
原
則

　第
3
章

　市
民
と
議
会
の
関
係

　第
4
章

　市
長
等
と
議
会
の
関
係

　第
5
章

　討
論
の
拡
大

　第
6
章

　委
員
会

　第
7
章

　政
務
活
動
費

　第
8
章

　議
会
改
革
の
推
進

　第
9
章

　議
会
機
能
の
充
実
強
化

　第
10
章

　議
員
の
政
治
倫
理
、
身
分

　
　
　
　
　及
び
待
遇

　第
11
章

　条
例
の
位
置
付
け
及
び
見

　
　
　
　
　直
し

　
　附
則

　

議
会
基
本
条
例
と
は

条
例
の
構
成

議
会
基
本
条
例
制
定
の
必
要
性

議会基本条例（素案）の市民説明会
（平成26年12月21日開催）

　泉
南
市
議
会
で
は
、「
平
成
22
年
度
議
会
改
革
に
関
す
る
第
１
次
答
申
」に
基
づ

き
、
調
査
・
研
究
を
目
的
と
し
た「
議
会
基
本
条
例
調
査
特
別
委
員
会
」
を
設
置
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
24
年
10
月
に
議
員
の
任
期
満
了
と
な
り
ま
し
た
が
、
改
選

後
、
再
度
、
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
審
議
の
途
中
、
条
例
制
定
を
目
的
と
し

て
、
特
別
委
員
会
の
名
称
を
「
調
査
特
別
委
員
会
」
か
ら
「
制
定
特
別
委
員
会
」
に

変
更
し
、
改
選
前
を
含
め
計
36
回
に
わ
た
り
検
討
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

　特
別
委
員
会
で
は
、
条
例
に
盛
り
込
む
事
項
の
議
論
、
先
進
地
の
視
察
等
を
重

ね
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
及
び
市
民
説
明
会
に
お
け
る
ご
意
見
を
踏
ま
え
、
平
成

27
年
第
１
回
定
例
会
に
お
い
て
、
「
泉
南
市
議
会
基
本
条
例
」
を
委
員
会
提
出
議
案

に
よ
り
提
案
し
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
、
3
月
16
日
に
公
布
の
う
え
4
月
1
日
か

ら
施
行
し
ま
し
た
。

を制定しましたを制定しました
泉南市議会基本条例泉南市議会基本条例泉南市議会基本条例
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　　　　先進地視察（北海道登別市議会、福島町
　　　　議会）

　　　　　　　　　　　　
・11月～12月　
　　　　委員の異動（平成25年第１回臨時会）
　　　　第10回～第11回特別委員会を開催　　
　　　　　　
平成26年
・１月～12月
　　　　第12回～第24回特別委員会
　　　　先進地視察（秋田県横手市議会、大仙市
　　　　議会）
　　　　市民説明会の開催
　　　　パブリックコメントの実施

平成27年
・1月～3月
　　　　第25回～第27回特別委員会を開催
　　　　議員全員協議会を開催
・平成27年第１回定例会（3月9日）：委員会提
　出議案として議案を提案し、全会一致で可決
・３月16日：議会基本条例  公布
・４月 １日：議会基本条例  施行　　　　　

北海道福島町議会視察

～条例制定までの歩み～







答

■
泉
南
市
立
幼
稚
園
条
例
の
一
部
を
改

　正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
　

（
主
な
内
容
）

　春
季
・
夏
季
・
冬
季
休
暇
期
に
お
け

る
保
育
時
間
を
30
分
拡
大
及
び
通
常
期

に
お
け
る
長
時
間
保
育
の
保
育
料
に
つ

い
て
、
「
日
額
７
０
０
円
」
を
「
日
額

５
０
０
円
」
に
減
額
す
る
も
の
。

　
▼
厚
生
文
教
常
任
委
員
会
質
疑

　
　料
金
改
定
の
主
な
理
由
は
？

　
　子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

の
実
施
に
伴
い
、
国
の
補
助
制
度
が

創
設
さ
れ
、
料
金
の
見
直
し
を
行
っ

た
。　

※
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

■
平
成
27
年
度
大
阪
府
泉
南
市
一
般
会

　計
予
算

（
総
額
2
2
4
億
1
8
7
1
万
2
千
円
）

（
主
な
施
策
・
事
業
）

・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推

　進
事
業

（
８
０
７
万
２
千
円
）

・
子
ど
も
医
療
助
成
事
業

（
１
億
２
０
９
９
万
２
千
円
）

・
中
学
校
給
食
導
入
事
業

（
１
億
９
５
６
２
万
７
千
円
）

・
安
全
・
安
心
住
ま
い
づ
く
り
支
援

　事
業

（
４
６
４
万
７
千
円
）

・
郷
土
カ
ル
タ
作
成
事
業

（
7
7
万
３
千
円
）

反
対
討
論
（
本
会
議
）

　反
対
理
由
①
介
護
保
険
料
・
下
水

道
料
金
の
値
上
げ
②
小
中
学
校
の
エ

ア
コ
ン
設
置
や
老
朽
化
が
す
す
む
給

食
セ
ン
タ
ー
の
改
修
は
後
回
し
③
子

問

答 問 賛
成
討
論
（
本
会
議
）

　泉
南
市
下
水
道
料
金
改
定
に
つ
い
て

は
、
改
定
率
を
１
・
15
に
抑
え
一
般
会

計
か
ら
の
補
填
に
つ
い
て
も
約
2.5
億
円

の
減
収
と
な
る
。
受
益
者
に
関
し
て
は

厳
し
い
改
定
と
な
る
が
、
適
正
な
あ
り

方
、
税
の
公
正
性
・
公
平
性
の
観
点
か

ら
、
致
し
方
な
し
と
判
断
し
、
今
後
の

企
業
努
力
、
中
長
期
的
計
画
の
策
定
に

真
摯
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を

要
望
し
賛
成
す
る
。

（7）

議
案
第
14
号
原
案
可
決

議
案
第
17
号
原
案
可
決

議
案
第
25
号
原
案
可
決

■
泉
南
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改

　正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
主
な
内
容
）

　平
成
27
年
度
か
ら
平
成
29
年
度
に

お
い
て
課
す
る
保
険
料
に
つ
い
て
、

低
所
得
者
に
配
慮
し
た
保
険
料
率
の

改
定
及
び
よ
り
所
得
に
応
じ
た
き
め

細
か
な
所
得
段
階
に
す
る
た
め
、
現

行
の
所
得
段
階
を
細
分
化
し
、
13
段

階
を
16
段
階
に
変
更
す
る
も
の
。

　
▼
厚
生
文
教
常
任
委
員
会
質
疑

　
　制
度
改
正
に
よ
り
影
響
を
受
け

る
人
数
は
？

　　
　８
５
０
名
で
あ
る
。

反
対
討
論
（
本
会
議
）

　介
護
保
険
は
3
年
ご
と
に
見
直

し
、
４
月
か
ら
の
大
改
悪
に
反
対
。

保
険
料
は
、
第
2
段
階
以
上
（
全
加

入
者
１
６
８
８
１
人
）
の
１
３
２
９

5
人
は
上
が
る
。
基
準
額
の
第
5
段

階
で
年
間
５
９
０
４
円
、
9.8
％
の
大

幅
引
き
上
げ
で
暮
ら
し
に
影
響
。
29

年
か
ら
要
支
援
1
・
2
の
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
と
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
は

廃
止
。
福
祉
用
具
や
住
宅
改
修
も
対

象
か
ら
は
ず
さ
れ
る
。
特
養
老
人

ホ
ー
ム
入
所
は
介
護
3
以
上
に
な
る
。

賛
成
討
論
（
本
会
議
）

　第
６
期
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
準
備
基
金
の
１
０
０
％
の
取
り

崩
し
や
、
保
険
料
段
階
を
13
段
階
か

ら
16
段
階
へ
の
多
段
化
な
ど
、
府
下

の
中
で
も
様
々
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
介
護
給
付
費
自
体
を
抑
制
で

き
る
よ
う
に
介
護
予
防
の
充
実
に
努

め
ら
れ
保
険
料
の
上
昇
を
抑
え
る
取

り
組
み
が
期
待
さ
れ
、
よ
り
市
民
の

負
担
と
健
康
を
考
え
て
い
る
こ
と
を

評
価
す
る
。

ど
も
医
療
費
無
料
制
度
は
市
長
公
約

で
あ
る
中
3
ま
で
の
拡
充
の
見
通
し

が
な
い
④
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制

度
な
ど
地
元
業
者
へ
の
支
援
策
に
乏

し
い
⑤
保
育
所
行
政
を
民
間
に
丸
投

げ
し
公
的
責
任
を
放
棄
。

賛
成
討
論
（
本
会
議
）

　市
長
就
任
後
初
と
な
る
予
算
編
成

は
厳
し
い
財
政
運
営
な
が
ら
も
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
め
ざ
す
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
の
地
方
創

生
を
受
け
て
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
総
合
戦
略
」
を
策
定
し
、
様
々
な

事
業
展
開
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
特

に
り
ん
く
う
タ
ウ
ン
と
第
二
阪
和
国

道
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
は
「
市
民

の
夢
の
実
現
に
向
け
た
第
一
歩
」
と

し
て
大
き
な
期
待
が
持
て
る
。
そ
の

他
主
要
施
策
が
市
民
生
活
の
安
定
に

繋
が
る
こ
と
を
期
待
し
賛
成
す
る
。

賛
成
討
論
（
本
会
議
）

　新
年
度
予
算
は
、
「
第
5
次
泉
南

市
総
合
計
画
」
の
実
現
に
向
け
限
ら

れ
た
財
源
を
効
果
的
に
配
分
し
て
い

る
。
特
に
平
成
26
年
度
補
正
予
算
と

併
せ
た
教
育
・
子
育
て
の
拡
充
（
学

校
図
書
館
司
書
の
配
置
・
子
ど
も
医

療
費
助
成
・
妊
婦
健
診
の
公
費
負

担
）
に
つ
い
て
は
評
価
す
る
。
泉
南

市
創
生
に
向
け
て
、
市
民
の
観
点
に

立
っ
た
財
政
運
営
を
期
待
し
、
賛
成

す
る
。

■
教
育
長
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務

　条
件
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
主
な
内
容
）

　地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
い
、
教
育
長
の
勤
務
時
間

そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
つ
い
て
定
め
る

も
の
。

　
▼
厚
生
文
教
常
任
委
員
会
質
疑

　
　教
育
委
員
長
と
教
育
長
が
一
本

化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
教
育
委
員
会

制
度
の
主
な
変
更
点
は
？

　　
　任
命
権
者
が
市
長
と
な
り
、
任
期

が
４
年
か
ら
３
年
に
変
更
と
な
る
。

　
※
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

　平
成
27
年
第
１
回
定
例
会
（
3
月
議
会
）
は
、
3
月
4
日
か
ら
3
月
23
日

ま
で
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　本
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た
議
案
の
中
か
ら
、
主
な
質
疑
、
討
論
を
要
約
し

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

答

答 問

■
泉
南
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正

　す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
　
　

（
主
な
内
容
）

■
泉
南
市
立
公
民
館
条
例
の
一
部
を
改

　正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

（
主
な
内
容
）

　公
民
館
４
館
の
基
本
使
用
料
と
超
過

使
用
料
の
額
に
つ
い
て
、
約
20
％
の
増

額
改
定
を
行
う
も
の
。

　
▼
厚
生
文
教
常
任
委
員
会
質
疑

　
　減
免
が
認
め
ら
れ
る
の
は
ど
う

い
っ
た
場
合
か
？

　　
　公
民
館
が
主
催
す
る
事
業
の
場

合
、
認
め
ら
れ
る
。

反
対
討
論
（
本
会
議
）

　消
費
税
増
税
、
下
水
道
料
金
・
介

護
保
険
料
金
値
上
げ
等
、
市
民
生
活

は
大
変
で
あ
る
。
公
民
館
使
用
料
は

4
年
前
に
引
き
続
き
20
％
と
引
き
上

げ
、
こ
れ
ま
で
2
回
値
上
げ
し
、
樽

井
公
民
館
は
5
千
円
よ
り
7
2
0
0
円

と
利
用
者
に
と
っ
て
は
支
払
う
限
界

を
超
え
て
い
る
。
行
革
に
よ
る
４
年

に
１
回
の
値
上
げ
は
市
民
の
生
活
と

か
け
離
れ
て
お
り
、
市
民
犠
牲
の
値

上
げ
を
や
め
よ
。

答

答 問

問

問

■
泉
南
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正

　す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
　

（
主
な
内
容
）

　下
水
道
サ
ー
ビ
ス
の
安
定
的
な
提
供

（6）

第
１
回
定
例
会

　道
路
敷
、
水
路
敷
そ
の
他
市
有
地
と

民
有
地
と
の
境
界
明
示
及
び
都
市
計
画

施
設
の
境
界
明
示
の
手
数
料
を
2
3
0

0
円
か
ら
2
8
0
0
円
に
、ま
た
、こ
の

境
界
明
示
に
つ
い
て
、
2
件
以
上
と
な

る
と
き
の
１
件
あ
た
り
の
加
算
額
を
6

0
0
円
か
ら
8
0
0
円
に
改
め
る
も
の
。

　
▼
総
務
産
業
常
任
委
員
会
質
疑

　
　料
金
改
定
に
よ
る
効
果
額
は
？

　
　通
年
で
９
万
６
千
円
の
効
果
額

に
な
る
。

反
対
討
論
（
本
会
議
）

　手
数
料
の
79
項
目
中
１
つ
を
第
5

次
行
革
と
し
て
現
行
料
金
2
3
0
0

円
を
5
0
0
円
値
上
げ
し
て
2
8
0
0

円
に
す
る
。
２
年
前
の
発
行
件
数
は

76
件
、
値
上
げ
総
額
は
年
９
万
６
千

円
で
あ
る
。
近
隣
で
は
４
市
が
１
５

０
０
円
と
２
千
円
、
３
市
は
３
千
円

だ
が
過
半
数
は
低
い
状
況
で
あ
る
。

経
費
削
減
の
努
力
で
値
上
げ
を
や
め

市
民
に
負
担
を
さ
せ
る
な
と
の
意
見

を
付
し
反
対
す
る
。

議
案
第
8
号
原
案
可
決

議
案
第
11
号
原
案
可
決

議
案
第
12
号
原
案
可
決

議
案
第
13
号
原
案
可
決

を
確
保
す
る
た
め
、
公
共
下
水
道
使
用

料
を
増
額
す
る
も
の
。

▼
総
務
産
業
常
任
委
員
会
質
疑

　
　一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
に
つ

い
て
、
市
の
考
え
は
？

　　
　経
費
回
収
率
を
上
げ
、
繰
入
金

の
縮
減
を
図
っ
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

反
対
討
論
（
本
会
議
）

　府
下
5
番
目
に
高
い
下
水
道
料
金

に
な
り
、
市
民
生
活
を
直
撃
す
る
。

一
般
会
計
か
ら
下
水
道
会
計
へ
の
繰

り
入
れ
を
減
ら
し
、
そ
の
補
填
の
た

め
に
下
水
道
料
金
の
値
上
げ
を
行

う
。
下
水
道
の
値
上
げ
分
は
一
般
会

計
の
借
金
の
穴
埋
め
に
回
さ
れ
る
。

財
政
の
立
て
直
し
は
、
借
金
を
作
っ

た
ム
ダ
な
大
型
事
業
を
見
直
し
、
借

金
財
政
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
。

賛
成
討
論
（
本
会
議
）

　受
益
者
負
担
及
び
下
水
道
工
事
の

普
及
率
の
公
平
性
が
図
ら
れ
る
こ
と

は
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、
泉
南
市
の

財
政
が
厳
し
い
中
、
来
年
度
の
当
初
予

算
が
組
め
な
い
可
能
性
が
あ
る
以
上
、

料
金
改
定
は
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
竹

中
新
市
政
が
行
う
継
承
で
は
な
く
、
改

革
で
あ
り
、
今
回
の
値
上
げ
を
教
訓
に

行
政
全
体
が
変
わ
る
こ
と
を
期
待
し
賛

成
す
る
。



答

■
泉
南
市
立
幼
稚
園
条
例
の
一
部
を
改

　正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
　

（
主
な
内
容
）

　春
季
・
夏
季
・
冬
季
休
暇
期
に
お
け

る
保
育
時
間
を
30
分
拡
大
及
び
通
常
期

に
お
け
る
長
時
間
保
育
の
保
育
料
に
つ

い
て
、
「
日
額
７
０
０
円
」
を
「
日
額

５
０
０
円
」
に
減
額
す
る
も
の
。

　
▼
厚
生
文
教
常
任
委
員
会
質
疑

　
　料
金
改
定
の
主
な
理
由
は
？

　
　子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

の
実
施
に
伴
い
、
国
の
補
助
制
度
が

創
設
さ
れ
、
料
金
の
見
直
し
を
行
っ

た
。　

※
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

■
平
成
27
年
度
大
阪
府
泉
南
市
一
般
会

　計
予
算

（
総
額
2
2
4
億
1
8
7
1
万
2
千
円
）

（
主
な
施
策
・
事
業
）

・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推

　進
事
業

（
８
０
７
万
２
千
円
）

・
子
ど
も
医
療
助
成
事
業

（
１
億
２
０
９
９
万
２
千
円
）

・
中
学
校
給
食
導
入
事
業

（
１
億
９
５
６
２
万
７
千
円
）

・
安
全
・
安
心
住
ま
い
づ
く
り
支
援

　事
業

（
４
６
４
万
７
千
円
）

・
郷
土
カ
ル
タ
作
成
事
業

（
7
7
万
３
千
円
）

反
対
討
論
（
本
会
議
）

　反
対
理
由
①
介
護
保
険
料
・
下
水

道
料
金
の
値
上
げ
②
小
中
学
校
の
エ

ア
コ
ン
設
置
や
老
朽
化
が
す
す
む
給

食
セ
ン
タ
ー
の
改
修
は
後
回
し
③
子

問

答 問 賛
成
討
論
（
本
会
議
）

　泉
南
市
下
水
道
料
金
改
定
に
つ
い
て

は
、
改
定
率
を
１
・
15
に
抑
え
一
般
会

計
か
ら
の
補
填
に
つ
い
て
も
約
2.5
億
円

の
減
収
と
な
る
。
受
益
者
に
関
し
て
は

厳
し
い
改
定
と
な
る
が
、
適
正
な
あ
り

方
、
税
の
公
正
性
・
公
平
性
の
観
点
か

ら
、
致
し
方
な
し
と
判
断
し
、
今
後
の

企
業
努
力
、
中
長
期
的
計
画
の
策
定
に

真
摯
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を

要
望
し
賛
成
す
る
。

（7）

議
案
第
14
号
原
案
可
決

議
案
第
17
号
原
案
可
決

議
案
第
25
号
原
案
可
決

■
泉
南
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改

　正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
主
な
内
容
）

　平
成
27
年
度
か
ら
平
成
29
年
度
に

お
い
て
課
す
る
保
険
料
に
つ
い
て
、

低
所
得
者
に
配
慮
し
た
保
険
料
率
の

改
定
及
び
よ
り
所
得
に
応
じ
た
き
め

細
か
な
所
得
段
階
に
す
る
た
め
、
現

行
の
所
得
段
階
を
細
分
化
し
、
13
段

階
を
16
段
階
に
変
更
す
る
も
の
。

　
▼
厚
生
文
教
常
任
委
員
会
質
疑

　
　制
度
改
正
に
よ
り
影
響
を
受
け

る
人
数
は
？

　　
　８
５
０
名
で
あ
る
。

反
対
討
論
（
本
会
議
）

　介
護
保
険
は
3
年
ご
と
に
見
直

し
、
４
月
か
ら
の
大
改
悪
に
反
対
。

保
険
料
は
、
第
2
段
階
以
上
（
全
加

入
者
１
６
８
８
１
人
）
の
１
３
２
９

5
人
は
上
が
る
。
基
準
額
の
第
5
段

階
で
年
間
５
９
０
４
円
、
9.8
％
の
大

幅
引
き
上
げ
で
暮
ら
し
に
影
響
。
29

年
か
ら
要
支
援
1
・
2
の
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
と
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
は

廃
止
。
福
祉
用
具
や
住
宅
改
修
も
対

象
か
ら
は
ず
さ
れ
る
。
特
養
老
人

ホ
ー
ム
入
所
は
介
護
3
以
上
に
な
る
。

賛
成
討
論
（
本
会
議
）

　第
６
期
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
準
備
基
金
の
１
０
０
％
の
取
り

崩
し
や
、
保
険
料
段
階
を
13
段
階
か

ら
16
段
階
へ
の
多
段
化
な
ど
、
府
下

の
中
で
も
様
々
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
介
護
給
付
費
自
体
を
抑
制
で

き
る
よ
う
に
介
護
予
防
の
充
実
に
努

め
ら
れ
保
険
料
の
上
昇
を
抑
え
る
取

り
組
み
が
期
待
さ
れ
、
よ
り
市
民
の

負
担
と
健
康
を
考
え
て
い
る
こ
と
を

評
価
す
る
。

ど
も
医
療
費
無
料
制
度
は
市
長
公
約

で
あ
る
中
3
ま
で
の
拡
充
の
見
通
し

が
な
い
④
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
助
成
制

度
な
ど
地
元
業
者
へ
の
支
援
策
に
乏

し
い
⑤
保
育
所
行
政
を
民
間
に
丸
投

げ
し
公
的
責
任
を
放
棄
。

賛
成
討
論
（
本
会
議
）

　市
長
就
任
後
初
と
な
る
予
算
編
成

は
厳
し
い
財
政
運
営
な
が
ら
も
市
民

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
め
ざ
す
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
の
地
方
創

生
を
受
け
て
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
総
合
戦
略
」
を
策
定
し
、
様
々
な

事
業
展
開
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
特

に
り
ん
く
う
タ
ウ
ン
と
第
二
阪
和
国

道
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
は
「
市
民

の
夢
の
実
現
に
向
け
た
第
一
歩
」
と

し
て
大
き
な
期
待
が
持
て
る
。
そ
の

他
主
要
施
策
が
市
民
生
活
の
安
定
に

繋
が
る
こ
と
を
期
待
し
賛
成
す
る
。

賛
成
討
論
（
本
会
議
）

　新
年
度
予
算
は
、
「
第
5
次
泉
南

市
総
合
計
画
」
の
実
現
に
向
け
限
ら

れ
た
財
源
を
効
果
的
に
配
分
し
て
い

る
。
特
に
平
成
26
年
度
補
正
予
算
と

併
せ
た
教
育
・
子
育
て
の
拡
充
（
学

校
図
書
館
司
書
の
配
置
・
子
ど
も
医

療
費
助
成
・
妊
婦
健
診
の
公
費
負

担
）
に
つ
い
て
は
評
価
す
る
。
泉
南

市
創
生
に
向
け
て
、
市
民
の
観
点
に

立
っ
た
財
政
運
営
を
期
待
し
、
賛
成

す
る
。
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▲男里川堤防の桜

平成27年度予算
総額
431億2,710万7千円が成立

　平成27年第１回定例会（3月議会）は、
3月4日から3月23日までの会期で開催さ
れました。
　本定例会は、平成27年度大阪府泉南
市一般会計予算について、本会議・委
員会で活発な議論が交わされました。
　詳しくは掲載記事をご覧ください。

第 １ 回 定 例 会 　平
成
27
年
度
第
１
回
定
例

会
に
お
い
て
、
市
長
が
変
わ

っ
て
か
ら
初
め
て
の
当
初
予

算
。
二
つ
の
夢
を
盛
り
込
ん

だ
「
市
民
の
夢
の
実
現
に
向

け
て
の
第
一
歩
」。地
方
創
生

を
活
か
し
て
夢
の
あ
る
町
づ

く
り
を
進
め
て
参
り
ま
す
。

編
集
後
記

委
員
長
／
谷

　展
和

副
委
員
長
／
澁
谷
昌
子

委

　
　員
／
古
谷
公
俊

　
　
　
　
　大
森
和
夫

　
　
　
　
　河
部

　優

　
　
　
　
　堀
口
武
視

泉南市教育委員会教育長の任命について（福本　光宏 氏）

泉南市教育委員会委員の任命について（片木　哲男 氏）

人権擁護委員を推薦するための意見を求めるについて（中橋　政美  氏）

市道路線の認定等について

工事請負契約の締結について

泉南市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について

泉南市附属機関に関する条例及び報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条
例の制定について

泉南市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

泉南市下水道条例の一部を改正する条例の制定について

泉南市立認定こども園条例の制定について

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定について

教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定について

泉南市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について

泉南市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について

泉南市立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について

泉南市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

泉州南消防組合設立に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

平成26年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第8号）

平成26年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計補正予算（第1号）

平成26年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴
う関係条例の整備に関する条例の制定について

泉南市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基
準に関する条例の制定について

泉南市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

泉南市指定介護予防支援事業者の指定並びに指定介護予防支援等の事業の人
員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準を定める条例の制定について

報　告　済

賛成 松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、梶本、河部、中尾、竹田、南、堀口
大森、和気、成田、松本

12
反対 4

議案第1号
議案第2号

議案第3号

議案第4号

議案第5号

議案第6号

議案第7号

議案第8号

議案第9号

議案第10号

議案第11号

議案第12号

議案第13号

議案第14号

議案第15号

議案第16号

議案第17号

議案第18号

議案第21号

議案第22号

議案第19号

議案第20号

議案第23号

議案第24号

議案第25号

議案第39号

議案第40号

議案第41号

議案第42号、43号

議案第26号～36号

議案第37号、38号

議案第44号

議案第45号

議案第46号

請願第2号

請願第1号

委員会提出議案第2号
委員会提出議案第1号

議員提出議案第2号

議員提出議案第1号

泉 南 監 報 告
第19、20、1号

例月現金出納検査結果報告

議
会
報
編
集
委
員
会

議会だよりに対するご意見・
ご感想をお寄せください。
〒590-0592（住所不要）
泉南市議会事務局
TEL 483-0008  FAX 484-2085
e-mail:gikai@city.sennan.lg.jp

お
待

ちしていま
す

お
待

ちしていま
す

ご意見
ご感想
ご意見
ご感想

議案賛否一覧議案賛否一覧議案賛否一覧

件　　　　　　　　　　　　　　　名 結　果議案番号

その他の議案結果その他の議案結果その他の議案結果

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致
全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致
全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致
全　　会　　一　　致

賛成 松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、梶本、河部、中尾、竹田、南、堀口
大森、和気、成田、松本

12
反対 4
賛成 松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、梶本、河部、中尾、竹田、南、堀口

大森、和気、成田、松本
12

反対 4
賛成 松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、梶本、河部、中尾、竹田、南、堀口

大森、和気、成田、松本
12

反対 4

賛成 松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、梶本、河部、中尾、竹田、南、堀口
大森、和気、成田、松本

12
反対 4
賛成 松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、梶本、河部、中尾、竹田、南、堀口

大森、和気、成田、松本
12

反対 4
賛成 松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、河部、中尾、竹田、南、堀口

大森、和気、梶本、成田、松本
11

反対 5

賛成 松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、梶本、河部、中尾、竹田、南、堀口
大森、和気、成田、松本

12
反対 4

賛成 松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、梶本、河部、中尾、竹田、南、堀口
大森、和気、成田、松本

12
反対 4

賛成 松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、梶本、河部、中尾、竹田、南、堀口
大森、和気、成田、松本

12
反対 4

賛成 松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、河部、中尾、竹田、南、堀口
大森、和気、梶本、成田、松本

11
反対 5

賛成 松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、梶本、河部、中尾、竹田、南、堀口
大森、和気、成田、松本

12
反対 4
賛成 松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、梶本、河部、中尾、竹田、南、堀口

大森、和気、成田、松本
12

反対 4

賛成 大森、和気、成田、松本
松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、梶本、河部、中尾、竹田、南、堀口

4
反対 12
賛成 大森、和気、梶本、成田、松本

松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、河部、中尾、竹田、南、堀口
5

反対 11

賛成 大森、和気、成田、松本
松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、梶本、河部、中尾、竹田、南、堀口

4
反対 12

賛成 松田、古谷、谷、田畑、岡田、澁谷、梶本、河部、中尾、竹田、南、堀口
大森、和気、成田、松本

12
反対 4

平成27年度大阪府泉南市一般会計予算

平成27年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計予算　ほか10件

平成27年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計予算　ほか１件

平成27年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計予算

平成27年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計予算

平成27年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成27年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計予算　ほか１件

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について

一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条
例の一部を改正する条例の制定について

市民生活を守るため下水道料金値上げに反対を求める請願

介護保険料に関する請願

泉南市議会基本条例の制定について

泉南市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について

社会保障の連続削減を中止し充実を求める意見書について

ＵＲ賃貸住宅居住者の住まいの安定を求める意見書について
閉会中の継続調査について

一般職の職員の給与の特例に関する条例の制定について

件　　　　　　　　　　　　　　　名 賛　　　　　　　　　否 結　果議案番号

原 案 同 意

原 案 同 意

原 案 了 承

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

不　採　択

不　採　択

継 続 調 査
原 案 可 決

原 案 否 決

原 案 可 決
原 案 可 決


